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１　補正予算の考え方について

　各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

　各局からの要求に対する予算の考え方は以下の通りです。

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 財政局案段階では未計上

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 計上せず
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２　補正予算要求事業

（１）総括表 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

773 773 773 

(－) (－) (－)

773 773 773 

(－) (－) (－)

予 算財 政 局 案区 分 要 求 額

経済局

合 計

（２）各局の内訳 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（経済局） 感染拡大予防の業種別ガイドラ 773 

新型コロナウイルス インを遵守し、県の営業時間短 773 (－)

感染防止対策協力金 縮要請に応じた事業者に対して､ (－) 773 

１日あたり１万円、最大20万円 (－)

を県と共同で交付

①

番
号

①

考え方

予 算

1

事 項 名 要 求 概 要 要求額

財政局案
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（全体についてのお問い合わせ先）

（各局お問い合わせ先）

担 当 局 室 担 当 課 電 話 番 号

財 政 局 財 政 課 052-972-2306

052-972-2407経 済 局 総 務 課

電 話 番 号担 当 課担 当 局 室


